
秋の全国交通安全運動
運動期間　令和６年９月21日（土）～９月30日（月）
交通事故死ゼロを目指す日　９月30日（月）

① 反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等
　による歩行者の交通事故防止

重 点 目 標

② 夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
　と飲酒運転等の根絶

☆　歩行者は明るい色の服や反射材用品を着用しましょう。　

③ 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット
　着用と交通ルール遵守の徹底

☆　夜間はライトを点灯しましょう。

高知県交通安全推進県民会議
事務局（高知県文化生活部県民生活課）

☆　夕暮れ時以降は早めにライトを点灯しましょう。

☆　歩行者は運転者に横断する意思を伝えましょう。　

☆　飲酒運転や妨害運転は犯罪です。絶対にやめましょう。

☆　自転車や特定小型原動機付自転車を利用する時は
　 ヘルメットを着用しましょう。

☆　二人乗り・傘差し運転・スマートフォンを使用しながら
　 の運転は危険です。絶対にやめましょう！

☆　対向車・先行車がいない時はハイビームを活用しましょう。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   自転車や

　　　　　　　　　　 特定小型原動機付自転車に乗る方へ！　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆　音楽を聴きながらの運転や傘差し運転　

　　　　　　　　　　　　　　　　　は大変危険です！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　☆　大切な命を守るため、ヘルメットを着用

　　　　　　　　　　　　　　　　　しましょう。

　ドライバーの方へ！

☆　横断中の歩行者には、思いやりのある

　　運転をお願いします。

☆　地域・職場等で飲酒・妨害運転根絶への　　

　　取組をお願いします。　

☆　夕暮れ時以降は、早めのライト点灯と

　　ハイビームの活用をお願いします。

　

　歩行者の方へ！

☆　夜間・早朝に外出される時は、明るい

　　色の服や反射材の着用をお願いします。

☆　横断歩道を渡る時は、運転者に横断

　　する意思を明確に伝えましょう。


